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固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税 都市計画税

課税団体
全市町村

（23 区の区域内は都が課税）

都市計画区域を有する市町村

（23 区の区域内は都が課税）

課税団体数 １,７２０（H25.4 現在） ６５２（H25.4 現在）

課税客体 土地・家屋・償却資産 市街化区域内の土地・家屋

納税義務者 土地、家屋又は償却資産の所有者 土地又は家屋の所有者

課税標準

価格（「適正な時価」）

土地及び家屋は３年ごとに評価替え。

土地は、地価が下落している場合は

毎年、評価額を修正。

同左

住宅用地

の特例

小規模住宅用地 価格の６分の１

（住宅一戸あたり 200 ㎡まで）

一 般 住 宅 用 地 価格の３分の１

小規模住宅用地 価格の３分の１

（住宅一戸あたり 200 ㎡まで）

一 般 住 宅 用 地 価格の３分の２

税 率 標準税率 １.４％ 制限税率 ０.３％

税収

(H24 決算)

全国

8兆 5,804 億円

東京都

1兆 1,131 億円

全国

1兆 2,155 億円

東京都

2,150 億円

使途 普通税

目的税

都市計画事業又は土地区画整理

事業の費用に充てる

注１「主な普通税の概要」、「平成 26 年度地方税に関する参考計数資料」（総務省ホームページ）、「地方税

(2013.9)」(地方財務協会)等より作成。

２ 固定資産税の税収には、交付金を含む。

資料１
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注１ 平成26年度地方税に関する参考計数資料（総務省）より作成。
注２ 都の収入については、特別区が徴収する道府県税相当分は、市町村税収入から控除して道府県税収入として加算し、東京都が徴収する市町村税相当分は、

道府県税収入から控除して市町村税収入として加算した。
注３ 固定資産税の税収には、交付金を除く。
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注１ データは、各年度とも決算額であるが、平成25年度は補正、平成26年度は当初予算ベースである。
注２ 固定資産税の税収には、交付金を除く。

東京都の固定資産税の税収の推移
資料３
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全国市町村税収と都税収に占める固定資産税と都市計画税の割合（平成24年度決算額）

注１ 「平成24年度市町村税徴収実績調」（総務省）及び「平成24年度東京都税務統計年報」（東京都主税局）より作成。
２ 全国市町村税収の「その他」は、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、法定外普通税、目的税（都市計画税を除く）、旧法による税である。
３ 都税収の「その他」は、都民税（利子割）、個人事業税、不動産取得税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、

特別土地保有税、狩猟税、事業所税、宿泊税、旧法による税である。

都市計画税

12,155

6.0%

固定資産税

85,804

42.2%

市町村民税

（個人）

69,421

34.2%

市町村民税

（法人）

21,287

10.5%

その他

14,485

7.1%

全国市町村

税収

20兆3,152億円

固定資産税

11,131

26.2%

都市計画税

2,150

5.1%

都民税

（個人）

7,655

18.0%

都民税

（法人）

7,758

18.3%

法人事業税

5,706

13.4%

繰入地方

消費税

3,519

8.3%

その他

4,553

10.7%

都税収

4兆2,471億円

（単位：億円） （単位：億円）

資料４
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注１ 「平成26年度 地方税に関する参考計数資料」(総務省)により作成。
注２ 東京都特別区は、１団体として計上している。
注３ 比率は項目毎に四捨五入しており、合計と一致しないことがある。

固定資産税の税率採用状況(税率別の団体数)

1,720

100.0% 0.0%

92.5% 7.5%

80.6% 19.4%

92.6% 7.4%

90.9%0 1,564

46 3 0

9.1%

区分
(税率)

団体区分

156

253

69 930

49

53 16 0

137 19 0

38 0 0 38 508

標準税率採用
団体の比率
（A／C）

超過課税採用
団体の比率
（B／C）

超過課税

小 計（B)

0

1.6%超～
1.8%以下

1.8%超
合 計（C）

1.4%超～
1.6%以下

290 29 0 0 0

（平成25年４月１日現在）

合 計

標準税率未満

1.4％未満

標準税率

1.4％（A）

人口50万人
以上の市

人口５万人以上
50万人未満の市

人口５万人
未満の市

町 村

0 470

0 204

0 861

資料５
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注１ 「地方税(2013.９)」(地方財務協会)により作成。
注２ 東京都特別区は、「人口50万人以上の市」として区分し、23区をもって１団体として計上している。
注３ 都市計画税の税条例を有するが、条例の本則又は附則で課税を留保している団体を除く。
注４ 比率は項目毎に四捨五入しており、合計と一致しないことがある。

（平成25年４月１日現在）

都市計画税の税率採用状況(税率別の団体数)

652

85.7%14.3%

52.2%47.8%

49.5%50.5%

37.4%62.6%

50.6%330

0 14 40

49.4%

区分
(税率)

団体区分

322

107

72 115

54

1 17 54

2 53 267

1 22 402

制限税率
採用団体の比率

（Ｂ／C）

制限税率未満の
税率採用団体の

比率
（Ａ／C）

制限税率未満

小 計（Ａ)

4

0.1％以上
0.2％未満

0.2％以上
0.3％未満

合 計（C）
0.1％未満

28

合 計

制限税率

0.3％（Ｂ）

人口50万人
以上の市

人口５万人以上
50万人未満の市

人口５万人
未満の市

町 村

210

53

43

240 0 4

169 192

資料６
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・ 住宅用地の対象となる家屋（地方税法第349条の３の２）
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの

※政令の内容（併用住宅の取扱い）

・ 「地方税法第349条の３の２の規定における住宅用地の認定について」（平成９年４月１日自治省税務局固定資産税課長通知（抜粋）)
― 住宅の認定

当該家屋が住宅であるかどうかの判定については、次のとおり取り扱うものとする。
（３）人の居住の用に供するとは、特定の者が継続して居住の用に供することをいう。

注 「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究(平成26年３月)」（一般財団法人 資産評価システム研究センター）等により作成。

（４）賦課期日において現に人が居住していない家屋については、当該家屋が構造上住宅と認められ、かつ、当該家屋（併用住宅
にあっては、当該家屋のうち居住部分とする。）が居住以外の用に供されるものでないと認められる場合には、住宅とする。

店舗と住宅等が併用されている家屋（併用住宅）の敷地であっても、家屋の床面積に占める住宅部分の割合が４分の１以上の場
合も住宅用地特例の適用対象に含む。

固定資産税の住宅用地特例

○ 概要

区分

小規模住宅用地

一般住宅用地

土地の利用状況と面積区分

住宅の敷地
200㎡以下の部分

200㎡を超える部分（家屋の床面積の10倍まで）

本則課税標準額

価格×１／６

価格×１／３

○ 経緯

【昭和48年度 住宅用地特例創設】 特例率 １／２

⇒ 評価額に基づく課税の実施にともなう、税負担の軽減・激変緩和のため。

⇒ 住宅用地特例を導入してもなお、地価の高騰に伴う評価額の上昇・税負担の増加が予想されたため。

○ 住宅の概念

【平成６年度 住宅用地特例拡充】

⇒ 公的土地評価の均衡を図るため、宅地の評価について地価公示価格の７割を目処とする評価替えが行われた際、
急激に税負担が上昇しないように配慮する必要があるとの観点から。

小規模住宅用地 ： 特例率１／４ → １／６
一般住宅用地 ： 特例率１／２ → １／３

【昭和49年度 小規模住宅用地特例創設】 特例率１／４

資料７
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土地に係る負担調整措置の経緯について

注 政府税制調査会 第1回基礎問題小委員会（平成26年5月12日）資料より抜粋。

資料８
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商業地等の宅地と住宅用地の課税のしくみ（平成26年度）

注１ 政府税制調査会 第1回基礎問題小委員会（平成26年5月12日）資料より抜粋。
２ 評価額が急上昇した場合であっても、各年度の税負担増は、原則、本来の税額の５％が限度。（＝当該年度課税標準額を、

「前年度課税標準額＋評価額（×住宅用地特例率）×５％」により算出。）

資料９
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住宅の種別 特例期間 特例割合 対象床面積

※ 影響額、適用件数は「固定資産概要調書」（東京都主税局）より。
※ 影響額、適用件数とも、各年度において新たに軽減の対象となったものについて集計。

適用件数（特別区）

昭和39年度
※通達による制度創設は昭和28年度

居住部分に係る床面積で、120㎡が限度
（120㎡を超えるものは120㎡相当分まで）

一 般 住 宅 分

長 期 優 良 住 宅 分

３年度分
（５年度分）

５年度分
（7年度分）

１／２減額

新築住宅に係る固定資産税の減額特例の概要

注 「平成25年度固定資産税関係資料集Ⅰ」（一般財団法人 資産評価システム研究センター）により作成。

平成20年度
平成22年度 △0.1億円
平成23年度 △1.1億円
平成24年度 △1.6億円

平成22年度 235件
平成23年度 1,970件
平成24年度 2,866件

平成22年度 59,558件
平成23年度 51,020件
平成24年度 54,746件

平成22年度 △25.2億円
平成23年度 △20.4億円
平成24年度 △21.4億円

※ 特例期間 ・・・・・・・ （ ）書きは３階建以上で耐火構造の住宅の場合

※ 床面積要件 ・・・・・ 居住部分の床面積が50㎡（戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡）以上280㎡以下

※ 都市計画税には適用無し。

※ 居住割合要件 ・・・ 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の１／２以上

一 般 住 宅 分

長 期 優 良 住 宅 分

制度創設年度 影響額（特別区）

対象 ： 平成28年３月31日までの間に新築された住宅について適用

資料11
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固定資産税・都市計画税に対する主な軽減措置の概要

○ 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準引下げ条例減額の概要

○ 税額が前年度の 1.1 倍を超える住宅用地等に対する固定資産税・都市計画税の
条例減額の概要

目 的

23 区商業地等について

・負担水準の不均衡を是正

・過重な負担の緩和

経 緯
平成 17年度 創設

平成 18年度以降 １年毎に延長

税 目 固定資産税・都市計画税

根 拠
地方税法附則第 21 条・第 27 条の４

都税条例附則第 15 条の２・第 20 条の２ に基づく減額

軽 減 対 象 負担水準が 65％を超える商業地等

軽減割合 負担水準 65％の水準まで税額を軽減

影響額

平成 24年度(決算) ： △149 億円

平成 25年度(補正後予算) ： △164 億円

平成 26年度(当初予算) ： △153 億円

目 的 23 区における住宅用地等に係る過重な負担の緩和

経 緯
平成 21年度 創設

平成 26年度まで 継続

税 目 固定資産税・都市計画税

根 拠
地方税法附則第 21 条の２・第 27 条の４の２

都税条例附則第 15 条の３・第 20 条の３ に基づく減額

軽 減 対 象 税額が前年度の 1.1 倍を超える住宅用地等

軽減割合 前年度税額の 1.1倍まで軽減

影響額

平成 24年度(決算) ： △54 億円

平成 25年度(補正後予算) ： △36 億円

平成 26年度(当初予算) ： △26 億円

資料 12

12



○ 小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の概要(都独自)

○ 小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の概要(都独自)

目 的 都民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和

経 緯

昭和 63年度 創設（当初３年間の措置）

平成９年度まで ３年毎に延長

平成 10年度以降 １年毎に延長

税 目 都市計画税

根 拠
地方税法第６条第２項

都税条例附則第 20 条 に基づく不均一課税

軽 減 対 象 小規模住宅用地（面積 200 ㎡までの部分）

軽 減 割 合 ２分の１

影響額

平成 24 年度(決算) ： △281 億円

平成 25 年度(補正後予算) ： △283 億円

平成 26 年度(当初予算) ： △291 億円

目 的 過重な税負担の緩和、中小企業の支援

経 緯
平成 14年度・ 創設

平成 15年度以降 １年毎に延長

税 目 固定資産税・都市計画税

根 拠
地方税法第 367 条
都税条例第 134 条 等に基づく減免

減免対象
一画地の面積が 400 ㎡以下の非住宅用地のうち
200 ㎡までの部分 ＊ただし、個人又は中小企業者が所有するものに限る

減免割合 ２ 割

影響額

平成 24年度(決算) ： △234 億円

平成 25年度(補正後予算) ： △232 億円

平成 26年度(当初予算) ： △233 億円
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○ 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の
減免措置の概要(都独自)

目 的
旧耐震基準に基づき建築された家屋の「建替え」及び「耐震改修」を

税制面から支援。

経 緯 平成２０年度 創設

税 目 固定資産税・都市計画税

根 拠 地方税法第３６７条・都税条例第１３４条 等に基づく減免

減免対象
２３区内において、昭和５７年１月１日以前から所在する家屋を

「建て替えた場合」又は「耐震改修した場合」

建 替 え

（都独自の措置）

耐震改修

（国の耐震減額制度に上乗せ）

減免要件

(1）建替え前後の家屋の

① 所有者が同一で、

② ともに２３区内に所在し、

③ 取壊しと新築が１年以内

（取り壊した家屋１戸につき、新築した

家屋１戸を減免）

(1) 現行の耐震基準に適合する耐震改修

であり、それに要した費用の額が１戸

あたり５０万円以上（平成２５年３月３１

日までに契約した工事については３０

万円以上）

(2) 平成２１年１月２日から平成２７年１２

月３１日までの間に建替えが完了

(2) 平成２０年１月２日から平成２７年１２

月３１日までの間に耐震改修が完了

減免割合

床面積にかかわらず、住宅部分につ

き、１０割減免（国の新築住宅減額の

適用後）

１戸あたり１２０㎡の床面積相当分ま

で、１０割減免（国の耐震減額制度

（１／２減額）適用後）

減免期間

建替え後の家屋に対して、新たに固定

資産税等が課されることとなった年度

から３年度分

（平成２２年度課税分から適用）

平成２０年１月２日から平成２１年１２月３

１日までの間に耐震改修が完了

⇒ ３年度分

（平成２１年度課税分から適用）

平成２２年１月１日から平成２４年１２月３

１日までの間に耐震改修が完了

⇒ ２年度分

平成２５年１月１日から平成２７年１２月３

１日までの間に耐震改修が完了

⇒ １年度分※

影響額
平成 24 年度(決算) ： △15.7 億円

平成 25 年度(補正後予算) ： △16.8 億円

平成 26 年度(当初予算) ： △16.7 億円

平成 24 年度(決算) ：△0.9 億円

平成 25 年度(補正後予算) ：△0.7 億円

平成 26 年度(当初予算) ：△0.8 億円

※ 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合には、２年度分
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（①税負担軽減の条件：特例対象）

特定の対象物等の取得・保有

特定の支出の実施 等

（③税負担軽減の程度：特例割合）

課税標準や税額から

一定額を減額 等

（②税負担軽減の期間：特例期間）

○年間、特例措置を継続

※期間の定めがないものもある。

特例措置の主要構成要素

＜基本的考え方＞

これまで国が統一的に定めていた地方の課税権に関する

統制を徐々に緩めていく観点や、住民にとって過度にわか

りにくい税制となることは避けるべきといった観点を踏まえ、

条例委任は次の方法により実施。

（１） 特例措置の主要構成要素のうち、特例期間・特例割

合について条例委任することを基本とする。

（２） 特例割合等を条例委任する際には、「法律で示す一

定の特例割合等」及び条例で定める特例割合等の

「上限・下限」を設ける。

（３） （２）の上限・下限のあり方は、地域決定型地方税制

特例措置方式を導入する個々の特例措置の内容等

を踏まえ、検討する。

※ 課税標準特例・税額特例の区別無く、地域決定型地方税制

特例措置を導入。

※ 「法律で示す一定の特例割合等」は、「参酌すべき基準」と

位置付けることを基本とする。

条

例

委

任

の

対

象
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T10N00978
テキストボックス
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例 )における条例委任の考え方

T10N00978
テキストボックス
注  「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会　　―報告書―」(平成24年11月)より抜粋。

T10N00978
テキストボックス
資料13



現行特例率 標準化（例）

土 地 小規模住宅用地 １／６
一般住宅用地 １／３

１／12～１／４
１／６～２／３

家 屋 新築住宅 １／２ １／４～３／４ の範囲内で条例で定める率

の範囲内で条例で定める率

特例率の変更による
税負担の変化

目 的

土地(小規模住宅用地) 負担増 保有コスト引上げによる土地の有効活用の促進

家屋(新築住宅） 負担減 耐震性を備えた住宅建設の促進

特例率の変更による
税負担の変化

目 的

土地(小規模住宅用地) 負担減 保有コスト引下げによる新規住民の呼び込み
（過疎対策）家屋(新築住宅） 負担減

⇒ 高層化によるコンパクトシティの実現

未定稿

特例率の変更による
税負担の変化 目 的

土地(小規模住宅用地) 負担増
居住環境の整備（消防・救急体制の向上等）

家屋(新築住宅） 負担増

Ａ
市
の
例

Ｂ
市
の
例

Ｃ
市
の
例

※住宅用地特例は課税標準特例、新築住宅特例は税額特例
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T10N00978
テキストボックス
標準税負担軽減措置の粗いイメージ

T10N00978
テキストボックス
資料14

T10N00978
テキストボックス
注　「第２  回 地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会（総務省     ） 」 （平成  23 年７月 25日） 資料より抜粋。　   

T10N00978
四角形



・ 住宅用地の１㎡あたり評価額は地域によって大きく異なる。

・ 住宅用地の１㎡あたり評価額の地域差は、給与収入の地域差よりも相当程度大きい。

・ 地域によっては、住宅用地に係る担税力対比の税負担が過大又は過小となっている可能性。

→ 住宅政策上、住宅用地特例率の適切な水準は地域によって異なるのではないか。

【小規模住宅用地のH22年度・1㎡あたり固定資産評価額】

全国平均：5.2万円 最大：21.8万円（東京都） 最小： 1.6万円（秋田県）

<指数化> ［１００］ ［４１９］ ［３１］ 最大／最小＝１３．５

【個人住民税所得割納税義務者（H22年度課税分）の給与収入】

全国平均：438.6万円 最大：523.6万円（東京都） 最小：360.9万円（山形県）

<指数化> ［１００］ ［１１９］ ［８２］ 最大／最小＝ １．５

９．０倍

※概要調書、市町村税課税状況の調（総務省）
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T10N00978
テキストボックス
住宅用地の固定資産評価額の地域差について

T10N00978
テキストボックス
資料15

T10N00978
テキストボックス
注　「第１　回  地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会　 ( 総務省 ) 」　（平成  23 年６月 29日) 資料より抜粋。



※ 小規模住宅用地に係る１㎡当たりの固定資産税額を示したもの。

※ 商業地等に係る１㎡当たりの固定資産税額を示したもの。
※ 23区は、軽減措置適用後の税額を示している。

注 「固定資産の価格等の概要調書」（総務省）、「固定資産概要調書」（各自治体）等により作成。

小規模住宅用地に係る固定資産税の状況

＜小規模住宅用地に係る固定資産税額の比較（平成24年度）＞

商業地等に係る固定資産税の状況

＜商業地等にかかる固定資産税の比較（平成24年度）＞

23区、全国、他の都市の１平米当たりの固定資産税額
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資料16
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注１ 住宅・土地統計調査（総務省） 平成10年、平成15年、平成20年の調査資料より作成。
注２ １住宅に１世帯が住んでいる場合はその世帯を「主世帯」とし、１住宅に２世帯以上住んでいる場合には、そのうちの主な世帯（家の持ち主など）を「主世帯」とした。
注３ 世帯の家計を主に支える者とは、その世帯の家計の主たる収入を得ている人をいう。
注４ 世帯の年間収入とは、世帯全員の１年間の収入（税込み）の合計をいう。収入には給料・賃金のほか、ボーナス・残業手当などの収入、内職や副業による収入、

年金・恩給などの給付金、配当金・利子・家賃・地代などの財産収入、その他仕送り金などを含む。
注５ 65歳以上の主世帯が占める割合とは、「65歳以上の持ち家に居住する主世帯総数」を「持ち家に居住する主世帯総数(全体数)」で除したものである。
注６ 合計数値は一致しない場合がある。

持ち家に居住する家計を主に支える者が６５歳以上の世帯数とその世帯の年間収入額
資料17

持ち家 に居住する主世帯総数 6,997,000 100.0% 9,105,000 100.0% 10,790,000 100.0% 30,216,000 100.0%

300 万 円 未 満 3,187,000 45.5% 4,324,000 47.5% 5,248,000 48.6% 8,123,000 26.9%

300 ～ 500 1,937,000 27.7% 2,637,000 29.0% 3,178,000 29.5% 7,696,000 25.5%

500 ～ 700 773,000 11.0% 976,000 10.7% 1,159,000 10.7% 5,554,000 18.4%

700 ～ 1000 582,000 8.3% 673,000 7.4% 772,000 7.2% 5,201,000 17.2%

1000 ～ 1500 305,000 4.4% 310,000 3.4% 268,000 2.5% 2,219,000 7.3%

1500 万 円 以 上 206,000 2.9% 186,000 2.0% 165,000 1.5% 785,000 2.6%

不 詳 7,000 0.1% 0 0.0% 1,000 0.0% 637,000 2.1%

65歳以上の主世帯が占める割合

全国

35.7%31.6%26.6%

平成10年 平成15年 平成20年 (参考) 平成20年

65歳以上65歳以上65歳以上 全体数

持ち家 に居住する主世帯総数 647,000 100.0% 846,000 100.0% 926,000 100.0% 2,654,000 100.0%

300 万 円 未 満 207,000 32.0% 292,000 34.5% 335,000 36.2% 479,000 18.0%

300 ～ 500 179,000 27.7% 252,000 29.8% 300,000 32.4% 577,000 21.7%

500 ～ 700 84,000 13.0% 114,000 13.5% 137,000 14.8% 488,000 18.4%

700 ～ 1000 79,000 12.2% 98,000 11.6% 88,000 9.5% 522,000 19.7%

1000 ～ 1500 54,000 8.3% 51,000 6.0% 38,000 4.1% 302,000 11.4%

1500 万 円 以 上 44,000 6.8% 40,000 4.7% 28,000 3.0% 139,000 5.2%

不 詳 0 0.0% 0 0.0% 1,000 0.1% 146,000 5.5%

65歳以上の主世帯が占める割合

(参考) 平成20年

65歳以上 65歳以上 65歳以上 全体数

31.6% 34.9% 34.9%

東京都
平成10年 平成15年 平成20年
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生前贈与がない場合 生前贈与がある場合

【暦年課税】
○ 基礎控除額 受贈者１人につき１年間 110万円
○ 税率 最低 200万円以下（10％）

最高 1,000万円超（50％）
【相続時精算課税】

○ 特別控除額 2,500万円
○ 税率(特別控除額を超えた部分に対し) 一律20％

【暦年課税】
○ 基礎控除額 受贈者１人につき１年間 110万円
○ 税率 最低 200万円以下（10％）

最高 一般税率 3,000万円超（55％）
特例税率 4,500万円超（55％)

【相続時精算課税】（税率構造は現行と変わらない）

注 税務大学校構本 相続税法（平成25年度版） 及び 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし （いずれも国税庁ホームページ）より作成。

相続税と
贈与税の

関係
イメージ

課税方式
○ 遺産課税方式（被相続人の遺産総額に応じて課税）

○ 遺産取得課税方式（個々の相続人等が取得した遺産額に応じて課税）
○ 受贈者課税方式

現
行

○ 基礎控除額 5,000万円 + （1,000万円 × 法定相続人の数）
○ 税率 最低 1,000万円以下（10％）

最高 ３億円超（50％）

税率等

○ 基礎控除額 3,000万円 + （600万円 × 法定相続人の数）
○ 税率 最低 1,000万円以下（10％）

最高 ６億円超（55％）

平
成
27
年
１
月
１
日
以
降

税の持つ
機能

○ 所得税の補完機能
○ 富の集中抑制機能

○ 相続税の補完機能

相 続 税 贈 与 税

死亡した人（被相続人）の財産を相続又は遺贈（贈与した者の死亡
により効力を生ずる贈与を含む）により取得した配偶者や子など（相
続人等）に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税。

個人からの贈与により財産を取得した者に対して、その取得財産
の価額を基に課される租税。

税の
あらまし

相続税と贈与税の概要
資料18
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